
川崎都市計画メールマガジンのご案内

川崎市では、都市計画手続やまちづくりに関する意見交換などのお知ら

せについて、市ホームページをはじめ、市政だより、掲示物等でお知らせしてい

るほか、御希望される方に川崎都市計画メールマガジンを配信しています。

受付でお配りいたしました、『川崎都市計画素案説明会等のお知らせ』裏

面にメルマガ登録QRコードを掲載しておりますのでご覧ください。

メルマガ登録QRコード
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川崎都市計画素案説明会
（鈴木町駅前南地区）

日時：令和７年１月２９日（水）午後７時～午後８時３０分
場所：川崎市立旭町小学校体育館

１ 川崎都市計画 用途地域の変更

２ 川崎都市計画 高度地区の変更

３ 川崎都市計画 防火地域及び準防火地域の変更

４ 川崎都市計画 地区計画の決定



説明の流れ 鈴木町駅前南地区
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１ 地区の概況

２ 都市計画素案

３ 今後の都市計画手続



１ 地区の概況
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（１） 周辺の状況
（２） 上位計画の位置付け
（３） 地区の現状



鈴木町駅前南地区
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（１）周辺の状況

鈴木町駅前南地区

鈴木町駅
港町駅

北



鈴木町駅前南地区
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（１）周辺の状況

北

3・3・1号国道409号線

3・2・3号富士見鶴見駅線

3・4・6号大師大島線

鈴木町駅前南地区
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（２） 上位計画の位置付け

川崎市総合計画（第３期実施計画） （令和４年３月策定）

鈴木町駅周辺地区を含む、川崎駅・臨海部周辺エリ

アは、「川崎市総合計画」において、土地利用転換の

適切な誘導や防災面を含めた住環境の改善などの

魅力向上の取組を段階的に実施することで、居住者

や就業者、産業活動を支え、まちの活力と魅力が持

続するまちづくりを推進する。

川崎市総合計画

・本市がめざす都市像やまちづくりの基本目標を

定めたもの

鈴木町駅前南地区



都市計画マスタープラン

・本市の都市計画に関する基本方針を示すもの

鈴木町駅周辺は、新産業複合エリア、多摩川リバー

サイド地区に位置付け、商業・生産・業務・研究開発・

都市型住宅などの機能の集積を適切に誘導し、複合

市街地の形成や、羽田空港近接の立地条件を活かし

た土地利用転換の誘導や多摩川の貴重な自然空間

の活用と既存市街地との連携をめざす。

都市計画マスタープラン川崎区構想（令和３年８月策定）
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鈴木町駅前南地区（２） 上位計画の位置付け



多摩川リバーサイド地区整備構想

川崎臨海部の多摩川沿いに位置する多摩川

リバーサイド地区における整備の方向性や整

備方針を取りまとめたもの。

国際化された羽田空港に

近接し、かつ、多摩川の貴

重な自然環境、魅力ある

ウォーターフロント景観を享

受できる立地環境にあるこ

とから、その優れた立地条

件を活かして、豊かな自然

環境を備えた、人・モノ・情

報等が集積する、産業の創

造と賑わいの拠点の形成を

めざす。

多摩川リバーサイド地区整備構想（平成２４年見直し）
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鈴木町駅前南地区（２） 上位計画の位置付け

商業拠点



都市再生緊急整備地域とは

都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地

の整備を推進すべき都市再生の拠点として、平成

14年に施行された都市再生特別措置法に基づき政

令により指定されている地域

多摩川に面する良好な環境を備えた居住機能

の強化にあわせて、業務、商業機能の強化、

景観形成や緑化の推進による魅力的な都市環

境を形成

都市再生緊急整備地域（羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域）
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鈴木町駅前南地区（２） 上位計画の位置付け

地域整備方針

N



（３） 地区の現状（用途地域等）
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鈴木町駅前南地区

北

鈴木町駅前南地区

用途地域

工業地域

容積率 200％

建蔽率 60％

高度地区

第４種高度地区

防火地域及び準防火地域

指定なし



２ 都市計画素案
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（１） 用途地域の変更
（２） 高度地区の変更
（３） 防火地域及び準防火地域の変更
（４） 地区計画の決定



２都市計画素案（概要） 鈴木町駅前南地区

工業地域 容積率 200％現行

駅前にふさわしい
土地利用の実現

地区計画を決定
地区施設の整備（通路、歩道状空地）や
用途の制限、敷地面積の最低限度、壁
面位置の制限など、建築物に関する制限
を定める

複合市街地の形成
土地の高度利用

用途地域（容積率）を変更
近隣商業地域 容積率 300％
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用途地域とは

都市計画法に定める根幹的な都市計画で、良好
な市街地環境の形成や都市における住居、商業、
工業などの土地利用の適正な配置による機能的な
都市活動の確保を目的としている。

用途地域ごとに建築できる建築物を制限

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 第二種住居地域
準住居地域 田園住居地域
近隣商業地域 商業地域
準工業地域 工業地域
工業専用地域

１３
種類

※市内に田園住居地域の指定はありません。

（１） 用途地域の変更 鈴木町駅前南地区
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近隣商業地域
(容積率300％・建蔽率80％)

工業地域
(容積率200％・建蔽率60％)

→

２ぺージ

（１） 用途地域の変更 鈴木町駅前南地区

300

80
近商
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高度地区とは

用途地域と連動し、それぞれの用途地域の市街
地環境を維持し、又は増進を図るため、建築物の
高さの最高限度などを定める。

近隣商業地域（容積率３００％）は高度地区の指定なし

（２） 高度地区の変更 鈴木町駅前南地区

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
準工業地域・近隣商業地域（容積率２００％）

工業地域

第１種高度地区

第２種高度地区

第３種高度地区

第４種高度地区
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３ぺージ

（２） 高度地区の変更 鈴木町駅前南地区

指定なし

第４種高度地区
建築物の高さ２０ｍ以下

→
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防火地域及び準防火地域とは

【防火地域】
本市では、原則として、容積率４００％以上の区域及び

密集市街地内の主要幹線道路沿いの容積率３００％以上で
特に防火性の向上を図るべき区域を指定する。
ただし、幹線道路の沿道等に、防火地域を路線的に指定

する場合、原則として、道路端から概ね１１ｍの距離をも
たせて定めるものとする。
【準防火地域】
本市では、防火地域の指定区域を除く用途地域が定めら

れている区域等で容積率２００％以上の区域を指定する。

（３）防火地域及び準防火地域の変更 鈴木町駅前南地区

指定の考え方

市街地を火災の発生や延焼の危険から守るため定めるも
ので、耐火建築物などの火災に強い建築物を促進するため
定める。
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４ぺージ

（３）防火地域及び準防火地域の変更 鈴木町駅前南地区

防火地域

① 指定なし

→
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防火地域



（３）防火地域及び準防火地域の変更 鈴木町駅前南地区

20

道路境界線

11m

防火地域



（３）防火地域及び準防火地域の変更 鈴木町駅前南地区

準防火地域

21

準防火地域

② 指定なし

→

４ぺージ



地区計画制度

関係権利者の意向を踏まえ、地区の特性にあった
まちづくりを行うための制度

広域の土地利用を
調整・実現するもの 街区単位できめ細かな

市街地像を実現するもの

用途地域・都市施設

地区計画
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（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区



鈴木町駅前南地区地区計画

23

地区計画の名称

地区計画の位置

地区計画の面積

川崎市川崎区港町、
旭町２丁目及び伊勢町地内

約３．５ｈａ

５ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

９ページ
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地区計画の目標

５ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

・都市計画マスタープラン川崎区構想

商業・生産・業務・研究開発・都市型住宅など
の機能の集積を適切に誘導し、複合市街地の
形成をめざす

・多摩川リバーサイド地区構想
優れた立地条件を活かして、豊かな自然環境
を備えた、人・モノ・情報等が集積する、産業の
創造と賑わいの拠点の形成をめざす

・都市再生緊急整備地域
業務、商業機能の強化、景観形成や緑化の推
進による魅力的な都市環境を形成

国道４０９号沿い、かつ京急大師線鈴木町駅前
に位置する本地区の立地特性を活かし、ふさ
わしい都市機能の充実と、良好な街並みの創

出が図られた複合市街地を形成する。



25

土地利用の方針

５ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

①Ａ地区は、駅近接かつ幹線道路沿いという立地
を活かし、地域の利便に供する商業機能を整備し、
地域生活の賑わいの向上に寄与する施設等の誘
導を図る。

Ａ地区

９ページ
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土地利用の方針

５ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

②Ｂ地区は、利便性が高く良好な居住環境を備
えた暮らしやすい都市型住宅を整備するととも
に、主に居住者及び近隣住民のための生活支
援機能等の導入を図る。

B地区

９ページ
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土地利用の方針

５ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

③Ｃ地区は、駅近接という立地を活かし、業務・
交流・住宅・商業等の土地利用を図る。 C地区

９ページ
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５ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

建築物等の整備に併せて、周辺市街地と調和
した緑豊かな市街地環境の実現に向け、周辺
市街地から鈴木町駅へのアクセス性を高め、
安全・安心で、豊かな緑を感じられる歩行者等
のネットワークを地区間で連携して適切に配置
するため、地区内に整備される広場と一体的な
緑の潤いある貫通通路などの敷地内に公開さ
れる通路、歩道状空地を整備するとともに、そ
の機能が損なわれないよう適切に維持及び保
全を図る。

地区施設の整備の方針
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５ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

多様な都市機能が集積する複合市街地の形
成と良好な市街地環境の形成並びにその維持
及び保全を図るため、建築物等の用途の制限、
建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の
制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠
の制限について必要な基準を定める。

建築物等の整備の方針
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６ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

地区整備計画 地区施設の配置及び規模

通路２ 幅員 ２ｍ
延長 約 １６０ｍ

通路３ 幅員 ２ｍ
延長 約 １９０ｍ

歩道状空地 幅員 １ｍ
延長 約 １７０ｍ

Ｂ地区

Ａ地区

Ｃ地区

９ページ

通路１ 幅員 ２．５ｍ
延長 約 １００ｍ



※１ 建築物に附属するものを除く。
※２ 食品製造業（食品加工業を含む。）を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等を除く。
※３ 床面積の合計が１５０㎡を超えるもの。
※４ ゲームセンターを除く。

６ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

地区整備計画 用途の制限（Ａ地区） 近隣商業地域で建築できる主な用途
地区計画

制限

住宅 ×

住宅で事務所、店舗などを兼ねるもの ×

共同住宅 ×

事務所等 〇

店舗、飲食店等 〇

神社、寺院、教会等 ×

自動車車庫 ×※１

工場 ×※２

老人ホーム・保育所等 〇

自動車教習所 ×

畜舎 ×※３

マージャン屋、ぱちんこ屋等 ×※４

倉庫業を営む倉庫 〇
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※１ 建築物に附属するものを除く。
※２ 食品製造業（食品加工業を含む。）を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等を除く。
※３ 床面積の合計が１５０㎡を超えるもの。

６ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区
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近隣商業地域で建築できる主な用途
地区計画

制限

住宅 ×

住宅で事務所、店舗などを兼ねるもの ×

共同住宅 〇

事務所等 〇

店舗、飲食店等 〇

神社、寺院、教会等 ×

自動車車庫 ×※１

工場 ×※２

老人ホーム・保育所等 〇

自動車教習所 ×

畜舎 ×※３

マージャン屋、ぱちんこ屋等 ×

倉庫業を営む倉庫 ×

地区整備計画 用途の制限（B地区）



６ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

※１ １階に店舗、事務所等を有するものを除く。
※２ 床面積の合計が１５０㎡を超えるもの。
※３ ゲームセンターを除く。

近隣商業地域で建築できる主な用途
地区計画

制限

住宅 ×

住宅で事務所、店舗などを兼ねるもの ×

共同住宅 ×※１

事務所等 〇

店舗、飲食店等 〇

神社、寺院、教会等 ×

自動車車庫 〇

工場 〇

老人ホーム・保育所等 〇

自動車教習所 ×

畜舎 ×※２

マージャン屋、ぱちんこ屋等 ×※３

倉庫業を営む倉庫 〇
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地区整備計画 用途の制限（C地区）



Ｂ地区

Ａ地区

Ｃ地区

34６ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

地区整備計画 建築物の敷地面積の最低限度

９ページ

Ａ地区・Ｂ地区 Ｃ地区

1,000㎡ 500㎡



６ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ｃ地区

９ページ

地区整備計画 壁面の位置の制限
道路境界線から4.0m以上

35

道路境界線から2.5m以上

敷地・道路境界線から2.0m以上

道路境界線

４ｍ以上

GL±0m

敷地・道路境界線

２ｍ以上

GL±0m

道路境界線

２．５ｍ以上

GL±0m

建築物

建築物

建築物



７ページ
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（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

制限を規定する項目
（A地区、B地区、C地区 共通）

１ 建築物等の外観の色彩
２ 屋上に設ける建築設備
３ 屋外広告物
４ あかり



（４） 地区計画の決定

７ページ

鈴木町駅前南地区

高さ20m以下で使用する色彩は

あざやかさを抑えた色彩

１ 建築物等の外観の色彩 (１)  高さ２０ｍ以下の部分

20m

使用する色彩の範囲

37



20m

（４） 地区計画の決定

７ページ

鈴木町駅前南地区

１ 建築物等の外観の色彩 (２) 高さ２０ｍを超える部分

高さ20mを超えて
使える色彩の範囲

高さ20mを超えて使用する
色彩は

あざやかさを抑えた明るい色彩

使用する色彩の範囲
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＜イメージ＞
ルーバー等の工作物で目隠しをし、建築物の外観の色彩と調和させる

７ページ
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（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

２ 屋上に設ける建築設備

建築設備*は

＊水槽、クーリングタワー、キュービクル等

・工作物*で覆う

＊壁面の立ち上げ、ルーバー等

・色彩は、外観の色彩と調和させる

※法令等で定めがあるものは除く

目隠し工作物

建築設備

建築物



（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

７ページ

・高さ20ｍ以下：壁面広告物の面積の15%以下

・高さ20ｍを超える部分：設置不可

※壁面頂部から10ｍの範囲は、切り文字の建物名称等でその部分
の壁面面積の15％以下であれば可

※切り文字は、面積を１／２として計算

３ 屋外広告物の設置 (１)(２) 

＜適用の考え方＞

２０ｍ

１０ｍ
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７ページ

（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

３ 屋外広告物 (３) 大規模小売店舗における壁面広告物

・表示面積の合計は
20％未満かつ100㎡以下
（１壁面あたり）

※切り文字は、面積を１／２として計算

・建築物の外観に使用した
アクセント色も広告物に含めて算出

＜適用の考え方＞

41



８ページ
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（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

３ 屋外広告物 (４)(５) 広告物の位置・大きさ等

・建築物の上部には設置不可

※建築設備の目隠し用に設置する工作物に表示
する店名・マーク等は除く

・複数の広告物を並べる場合は、
大きさ・位置・間隔を揃える

建築物

かわ
さき かわさき



８ページ
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（４） 地区計画の決定 鈴木町駅前南地区

・点滅する照明は使用不可
※２か月以内であればよい

・演色性が高く、温かみのある光源

４ あかり



（参考） 土地利用計画 鈴木町駅前南地区
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３ 今後の都市計画手続
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都
市
計
画
変
更
の
告
示

都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
案
の
縦
覧
【
２
週
間
】

今後の都市計画手続（全体の流れ）

地
区
計
画
の
条
例
化

都
市
計
画
原
案
の
縦
覧
【
２
週
間
】

公
述
意
見
の
要
旨
と

市
の
考
え
方
縦
覧
【
1
か
月
間
】

公述申出書受付 公述の申出があった場
合のみ開催

※1 地区計画区域内の土地の所有者等の方が、地区計画に関する事項の都市計画の原案に対して、意見書を提出できます。
※2 川崎市民及び利害関係人の方が、本案件に関する事項の都市計画の案に対して、意見書を提出できます。

※1

※2
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鈴木町駅前南地区

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

公
聴
会
（
令
和

７
年

３
月

３
日
）

素
案
縦
覧
（
令
和

７
年

１
月

30

日
～

令
和

７
年

２
月
13

日
）

素
案
説
明
会
（
令
和

７
年

１
月

29

日
）



縦覧場所
○まちづくり局計画部都市計画課
○川崎区役所、大師支所仮庁舎

受付時間
平日 午前８時３０分～午後５時

縦覧期間

令和７年１月３０日（木）～
令和７年２月１３日（木）

今後の都市計画手続（素案縦覧）

縦覧期間中、「都市計画素案」を市ホームページに掲載します。

47

鈴木町駅前南地区

① ② ③

受付時間
平日 午前９時３０分～午後７時
土日・祝日 午前９時３０分～午後５時

○川崎図書館

素
案
説
明
会
（
令
和

７
年

１
月

29

日
）

素
案
縦
覧
（
令
和

７
年

１
月

30

日
～

令
和

７
年

２
月
13

日
）

公
聴
会
（
令
和

７
年

３
月

３
日
）



小杉町３丁目東地区

申出期間

令和７年１月３０日（木）～
令和７年２月１３日（木）

今後の都市計画手続（公述の申出）

申出方法

○書面での提出

・公述申出書を都市計画課へ郵送又は持参
・公述申出書の書式は自由
（氏名、住所、意見の要旨を記載）

・参考書式は縦覧場所又は本市ホームページで

○電子申請

・本市ホームページから申請

48

鈴木町駅前南地区

公述申出ができるのは、川崎市民又は利
害関係人の方

① ② ③

素
案
縦
覧
（
令
和

７
年

１
月

30

日
～

令
和

７
年

２
月

13

日
）

素
案
説
明
会
（
令
和

７
年

１
月

29

日
）

公
聴
会
（
令
和

７
年

３
月

３
日
）



小杉町３丁目東地区今後の都市計画手続（公聴会）
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鈴木町駅前南地区

公述の申出があった場合のみ開催

公聴会

日時：
令和７年３月３日（月）

午後６時３０分
場所：

旭町小学校体育館

・申出多数の場合抽選（定員１０名）
・公述はおひとり１５分以内
・開催しない場合は2月21日(金)頃までに
本市ホームページ及び縦覧場所に掲示

公
聴
会
（
令
和

７
年

３
月

３
日
）

素
案
縦
覧
（
令
和

７
年

１
月

30

日
～

令
和

７
年

２
月

13

日
）

素
案
説
明
会
（
令
和

７
年

１
月

29

日
）

① ② ③



公述人

公述の申出をされた方は都市計画素案に対する

ご意見を述べることができます。

※傍聴も可能です

公聴会の様子
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鈴木町駅前南地区



今後の都市計画手続
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鈴木町駅前南地区
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